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問合せ先　国民健康保険の制度や税額について　　 市市民窓口グループ　☎ 52-1111（内線 261 ·262）
　　　　　国民健康保険税の納付相談　　　市税務グループ　　　☎ 52-1111（内線 241 〜243 ·259）

国民健康保険税
納め忘れは
ありませんか？

～忘れていませんか？～
母子家庭等医療費受給者証の更新

　国民健康保険（国保）は、病気やけがを
したときに誰もが安心して病院にかかれ
るよう、加入者が保険税を出し合い、そ
こから医療費を支出する助け合いの制度
です。
　国民健康保険事業の健全な運営のため、
かならず納付期限までに納めましょう。

　災害などの特別な理由もなく国保税を納めていない方には、納めている方との公平性を維持するため、
被保険者証（保険証）が「短期保険証」や「資格証明書」に切り替わります。
　また、納めないままでいると、延滞金の加算や、財産の差し押さえなどが行われる場合もあります。

　「資格証明書」を交付されている世帯が、納付期限か
ら1年６か月を過ぎても納めないままでいる場合は、
国保の現金給付（療養費、高額療養費、出産育児一時金、
葬祭費など）の一部または全部が差し止められます。
　それでもなお、納められない場合は、差し止められ
ている現金給付の全部または一部が、未納の国保税に
充てられることになります。

母子家庭等医療費助成制度は、毎年、「受給者証」の更新が必要です。
該当する方には案内通知を6月中旬に送付しました。
申請が済んでいない方は至急申請をしてください！

申請が遅れると助成を受けられなくなる場合があります。
＊詳しくは「広報たかはま」6月15日号4ページをご覧ください。

国民健康保険税を納めないとどうなるの？

資格証明書の交付後、さらに納めないでいると…

「短期保険証」とは
　国保税が全額納められていない世帯に交付される、有効期限の短い保険証です。
　通常は2年ごとの更新ですが、半年ごとに市役所へ来庁し、新しい保険証の受取り
と納税相談を行っていただく必要があります。

「資格証明書」とは
　国保税を1年以上納めないままでいると、保険証を返還していただき、そのかわりに証明書を
交付します。
　「資格証明書」は国保に加入していることを証明するだけのもので、保険証のように1～3割の
窓口負担で病院にかかることはできません。かかった医療費の全額をいったん自己負担し、後日、
市民窓口グループへ申請することで医療費の７～9割が払い戻されます。

納付が困難なときは相談してください
　災害や半年以上の病気療養など、国保
税の納付が困難な事情がある場合は、申
請により税額が下がる場合があります。

（減免制度）
　また、分割納付などができる場合もあ
りますので、納めないまま放置をせず、
早めに相談してください。

問合せ先　市市民窓口グループ　☎ 52-1111（内線 227）


